
保有個人情報開示請求の一般的な流れ
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① 開示請求書の提出 ② 対象文書の確認
（局担当課経由）

③ 対象文書の写し④ 決定通知書の送付
（原則①から30日以内）

⑤ 開示方法申出書の提出
（郵送希望は郵便切手）

⑥ 開示の実施
（閲覧、写しの交付等）

対象文書について、不開示となる情報があるか
検討した上、開示・不開示の決定を行います。
（厚生労働本省との協議）


